
    
 規制 ⾃治体 警察本部 部課 生活保安課 

   
規制の名称 

交通誘導警備業務に係る検定合格警備員の実施基準 

根拠法令等 
警備業法第 18 条、警備員等の検定等に関する規則第 2 条、静岡県公安員会告示第 27 条 

規制の⽬的 

交通誘導警備業務において、道路における事故防止等を図るため、専門的知識を有する検定合格警備員の配

置が必要な路線を公安委員会が指定するもの。 

規制内容の概要 

道路又は交通の状況により、静岡県公安員会が道路における危険を防止するため必要と認める県内 39 路線に

おいて交通誘導警備業務を実施する場合は、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格

警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに１人以上配置しなければならない。 
 

規制の概念図 
 

提案 提案主体 一般社団法人 静岡県建設業協会 

   
提案事項 

検定合格交通誘導警備員を配置する指定路線の区域の緩和 

提案の具体的内容 

・指定した路線については、区間が静岡県内全域となっているが、水窪や佐久間のような山間地等で交通量が

少なく安全性が見込まれる路線の一部区域における交通誘導員配置基準の緩和 
・交通誘導員が全国的に不足している中、本県においては、平成28年1月から「静岡県公安委員会が認める交

通誘導警備業務の実施基準」が改正され、検定に合格した交通誘導警備員を配置する路線が拡大された。こ

れにより、交通誘導員の確保がますます困難になり、工事に着手できない状況が発生している。 

 

対応 検討状況 対応不可 

 
検討状況の詳細（対応案） 
１ 検定合格警備員の配置基準については、平成 16 年の警備業法の改正により新設されたもので、警備業法

第 18 条において、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数

の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある特定種別の警備業務において検定合格警備員の配置

義務が定められ、これを受け、警備員等の検定等に関する規則第 2 条において、具体的な配置基準が規定さ

れている。その中で、①高速道路、自動車専用道路の配置基準、②都道府県公安委員会が認める道路の配置

基準の 2 項目の配置基準が定められ、本件提案は上記②の配置基準となる。 

２ 平成 28 年の路線の指定については、平成 26 年 11 月 4 日付け、警察庁生活安全局生活安全企画課長通達

「警備員等の検定等に関する規則第 2 条の表の６の項の上欄の交通誘導警備業務に係る都道府県公安委員

会の認定の見直しについて」を踏まえ実施したもので、指定の見直しの周期を５年としている。 

  道路の指定基準として、前年以前５年間の人身事故の件数に対する死亡事故件数の構成率（致死率）が自

動車専用道路（0.98％）と同等以上の幹線道路と示されたことから、この基準のほか、危険な道路等に関す

る各警察署長の意見、実際に従事する警備業者に対するアンケート結果等を元に指定路線を選定した。その

結果、平成 19年に指定された 31 路線から 20路線を除外し、新たに 28 路線を追加して 39路線とした。 

３ 指定した道路において、市街地と山間部で交通事故件数が異なるが、交通量が少ない山間部においては、

見通しが悪く、道路の幅員が狭くなるなど、交通事故が発生する危険性に差異はないものと思料する。 

  また、仮に路線の区間を指定した場合、関係業者の利便性から個別の地番で指定するのではなく、市・町

単位で指定することが妥当であると思料されるが、市・町単位であっても、市街地と郊外の交通事故発生状

況についても同じことが言えることから、現在の指定方法によることとする。   

特定の種別の警備業務の実施

特定の種別の警備業務の実施基準

公安委員会の指定路線

警備業法第 18 条 
警備業者は、警備業務のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、

事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生

ずるおそれがあるものとして国家公安員会規則で定める種別のものを行うとき

は、（略）合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備員業務

を実施させなければならない。 

警備員等の検定等に関する規則第２条 
警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲

げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表下欄に掲げる人数を配

置して、当該種別に係る警備業務を実施しなければならない。（略） 

６ 種 別：交通誘導業務（（略）都道府県公安員会が道路における危険を

防止するため必要と認めるものに限る） 

  警備員：交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格

警備員 

  人 数：交通誘導警備業務を行う場所ごとに、１人以上 

静岡県公安員会告示第 27 号 
警備員等の検定に関する規則第２条の票の６の項の上欄の規定により静岡県

公安委員会が認める交通誘導警備業務は次の表に掲げる路線に応じ同表の右欄

に掲げる区間において行うものとし、平成 28 年１月１日から施行する。 
※ 県内 39 路線を指定 

審議事項 1 資料２ 



警備業法(昭和 47 法律第 117 号) 

 

(定義) 

第２条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該

当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 

一 （略） 

二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場

所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 

三・四 （略） 

２～６ （略） 

 

(特定の種別の警備業務の実施) 

第 18 条 警備業者は、警備業務(第２条第１項第１号から第３号までの

いずれかに該当するものに限る。)のうち、その実施に専門的知識及び

能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、

身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会

規則で定める種別のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めると

ころにより、その種別ごとに第 23 条第４項の合格証明書の交付を受け

ている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 

 

(検定) 

第 23 条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に

応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能

力に関する検定を行う。 

２・３ （略） 

４ 公安委員会は、第１項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別

ごとに合格証明書を交付する。 

５・６ （略） 
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警備員等の検定等に関する規則(平成 17 年国家公安委員会規則第 20 号) 

 

(特定の種別の警備業務) 

第１条 警備業法(以下「法」という。)第 18 条の国家公安委員会規則で

定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。 

一～三 （略） 

四 法第２条第１項第２号に規定する警備業務のうち、工事現場その

他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生

を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通

誘導警備業務」という。) 

五・六 （略） 

 

(特定の種別の警備業務の実施基準) 

第２条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表

の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下

欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなけ

ればならない。 

種 別  警 備 員  人 数  

五 交通誘導警備業務(高速自

動車国道(高速自動車国道法

第４条第１項に規定する高速

自動車国道をいう。)又は自動

車専用道路(道路法第 48 条の

４に規定する自動車専用道路

をいう。)において行うものに

限る。) 

交通誘導警備業務に係

る１級検定合格警備員

又は２級検定合格警備

員 

交通誘導警備業務を行

う場所ごとに、１人以上

六 交通誘導警備業務(道路又

は交通の状況により、都道府

県公安委員会が道路における

危険を防止するため必要と認

めるものに限る。) 

交通誘導警備業務に係

る１級検定合格警備員

又は２級検定合格警備

員 

交通誘導警備業務を行

う場所ごとに、１人以上
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